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社会福祉法人広賀会役員等の報酬及び費用弁償規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人広賀会（以下「当法人」という。）定款第８条及び

第22条の規定に基づく評議員及び役員（理事及び監事）並びに社会福祉法人広賀会評

議員選任・解任委員会運営規則第６条の規定に基づく評議員選任・解任委員並びに苦

情解決に関する処理要綱第９の４に基づく苦情解決第三者委員（以下「役員等」とい

う。）の報酬及び費用弁償について定めるものとする。 

 

 （報酬等の支給） 

第２条 役員等には、業務に応じた報酬及び費用弁償を次の各号に掲げる区分により支

給するものとする。 

  (1) 役員等が職務のため会議等に出席したときは、別表第１に基づき、報酬及び費 

  用弁償を支給する。 

 (2) 役員等が職務のため出張をしたときは、別表第２に基づき、費用弁償（交通費、

日当、宿泊料）を支給する。 

 

 （当法人職員給与との併給） 

第３条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員及び当法人の職員から選任

された評議員選任・解任委員に対しては、本規程に基づく役員報酬及び費用弁償は支

給しないものとする。 

 

 （報酬等の支給方法） 

第４条 役員等に対する報酬及び費用弁償（以下「報酬等」という。）は、理事会等の 

 会議への出席及び出張など法人・施設運営のために業務に当たった都度、支給する。 

２ 報酬等は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人から申出があった

ときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

 （公表） 

第５条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の２第１項第２号に定める報

酬等の支給の基準として公表する。 

 

 （改廃） 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

 （補則） 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定め

ることとする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成29年６月15日から施行する。 
 （社会福祉法人広賀会費用弁償規程の廃止） 
２ 社会福祉法人広賀会費用弁償規程は、廃止する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成30年12月６日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

 

(１）評議員 

区   分 報酬 費用弁償費 

評議員会への出席 日額 5,000円 実費額。ただし、自家用車の

場合は、１kmにつき37円 上記のほか、法人及び施設業務のための出勤 日額 5,000円 

 

(２）理事 

区   分 報酬 費用弁償費 

理事会等会議への出席 日額 5,000円 実費額。ただし、自家用車の

場合は、１kmにつき37円 上記のほか、法人及び施設業務のための出勤 日額 5,000円 

 

(３）監事 

区   分 報酬 費用弁償費 

監事監査等への出席 日額 5,000円 実費額。ただし、自家用車の

場合は、１kmにつき37円 上記のほか、法人及び施設業務のための出勤 日額 5,000円 

 

(４）評議員選任・解任委員 

業務名 報酬 費用弁償費 

評議員選任・解任委員会への出席 日額 5,000円 
実費額。ただし、自家用車の

場合は、１kmにつき37円 

 

 (５）苦情解決第三者委員 

業務名 報酬 費用弁償費 

苦情解決のための会議への出席等 日額 5,000円 
実費額。ただし、自家用車の

場合は、１kmにつき37円 
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別表第２（第２条関係） 
 

鉄道賃及び船賃 車 賃 航空賃 日 当 宿泊料 

運賃は普通運賃とし、特急

は100km以上、普通急行は

50km以上とする。 

実費額。ただし、自

家用車の場合は、１

kmにつき 37円 

実費額 日額 5,000円 １泊12,000円 

備考 

 １ 理事長が必要と認めた場合は、航空機を使用することができる。 

 ２ 遠距離又は理事長が必要と認めた場合は、特別急行列車を使用することができる。 

 ３ 市内出張で半日以上の場合は、日当の半額を支給する。 

 ４ その他状況により、実費又は打切額を支給する。 



理事、監事及び評議員の報酬の総額の決定について 

 

社会福祉法人広賀会定款第２２条の規定により、理事、監事及び

評議員に支給する報酬総額を下記のとおり決定し、平成２９年６月

１５日以降に支給される報酬金額より適用する。 

 

   

区   分 人 数 年 総 額（最高限度額） 

理 事 ６人 600,000円以内 

監 事 ２人 200,000円以内 

評議員 ８人 800,000円以内 

 

 備考 

  １ 理事の中に広賀会職員で職員給与の支給を受けているが、

理事としての報酬は受けていない者がおります。 

  ２ 理事報酬の年総額には、広賀会職員兼務理事の給与額は含

まれておらず、そのため上記の表では、理事の人数に広賀会

職員兼務理事を含めていません。 

 


